
カーボンニュートラル推進室

２０２３年３月３日（金）時点

申請等の期限や、条件がありますので、支援制度の利用にあたっては、
必ず詳細をご確認ください。



■先進的省エネルギー投資促進支援事業費補助金（省エネ補助金） ｰ Ｐ５

省エネ

設備補助

大企業 中小企業

■ものづくり補助金（グリーン枠） ｰ Ｐ８

■事業再構築補助金（グリーン成長枠） ｰ Ｐ７

経費補助 設備投資や経費に関する支援制度①

中堅・中小企業省エネ その他

中小企業

■需要家主導による太陽光発電導入促進補助金（オフサイトＰＰＡ支援事業） ｰ Ｐ９

大企業 中小企業再エネ

■水力発電の導入加速化補助金 ｰ Ｐ１０

大企業 中小企業 自治体再エネ

支援制度一覧（1／４）

■省エネルギー設備投資に係る利子補給金 ｰ Ｐ６

省エネ 大企業 中小企業
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省エネ その他

自治体

再エネ

再エネ



支援制度一覧（２／４）

■クリーンエネルギー自動車・インフラ導入促進補助金（充電インフラ補助金） ｰ Ｐ１２

その他

設備補助

大企業 中小企業 自治体

■コンビナートの水素、燃料アンモニア等供給拠点化に向けた支援事業 ｰ Ｐ１４

■水素ステーション整備事業費補助金 ｰ Ｐ１３

経費補助 設備投資や経費に関する支援制度②

■蓄電池の国内生産基盤確保のための先端生産技術導入・開発促進事業 ｰ Ｐ１５

大企業 中小企業その他

その他 大企業 中小企業 自治体

その他 未 定

■地域共生型再生可能エネルギー等普及促進事業費補助金（地域マイクログリッド関連）ｰ Ｐ１１

その他 大企業 中小企業 自治体

■廃プラスチックの資源循環高度化事業 ｰ Ｐ１６

大企業 中小企業その他
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再エネ



支援制度一覧（３／４）

■省エネお助け隊 ｰ Ｐ１７

省エネ 中小企業

■中小企業基盤整備機構カーボンニュートラルオンライン相談窓口 ｰ Ｐ１９

■省エネ診断 ｰ Ｐ１８

専門家サポートによる支援制度

■カーボンニュートラルに向けた自動車部品サプライヤー事業転換支援事業 ｰ Ｐ２０

その他

省エネ 中小企業

専門家
サポート

再エネ

その他 中小企業

中堅・中小企業
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※中小企業又は年間のエネルギー使用量が1,500kl未満の事業所が対象

※中小企業又は年間のエネルギー使用量が1,500kl未満の事業所が対象

省エネ 再エネ



支援制度一覧（４／４）

■カーボンニュートラル投資促進税制 ｰ Ｐ２１

省エネ

■Ｊ-クレジット制度 ｰ Ｐ２３

■再生可能エネルギーFIT制度・FIP制度 ｰ Ｐ２２

税制上の優遇措置

再エネ

税 制

再エネ 大企業 中小企業

その他の支援制度その他

大企業 中小企業 自治体

大企業 中小企業 自治体
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その他

省エネ 再エネ その他

■中小企業支援機関によるカーボンニュートラル・アクションプラン ｰ Ｐ２４

中小企業省エネ 再エネ その他



先進的省エネルギー投資促進支援事業費補助金（省エネ補助金）省エネ

工場・事業場において実施されるエネルギー消費効率の高い設備への更新等といった、
みなさまの省エネルギー対策を支援します。高効率空調設備や業務用給湯器などの
「ユーティリティ設備」、工作機械や印刷機械などの「生産設備」が対象となります。

支 援
内 容

設備補助

補助金はA～Dの４つの事業区分から選択して申請を行います。

2022年6月30日（木）に終了

公 募 時 期

（一社）環境共創イニシアチブ
0570-055-122
https://sii.or.jp/

申請・問合せ先

エネルギー対策課 082-224-5741

中国経済産業局窓口

補助対象設備の例（C指定設備導入事業の例）

補助率は10／10以内～1／2以内で事業区分や条件により異なります。

公募終了

大企業 中小企業対象者
等
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自治体

http://#


省エネルギー設備投資に係る利子補給金省エネ

省エネルギー設備の新設・増設など、省エネに対する取組の融資利息の一部を補給
する支援制度です。

支 援
内 容

（一社）環境共創イニシアチブ 窓口
一覧サイト
https://sii.or.jp/rishihokyu04/fin
ancial-list.html

指定金融機関の問合せ窓口一覧

（一社）環境共創イニシアチブ
03-5565-4460
https://sii.or.jp/rishihokyu04/fina
ncial-loan4.html

問合せ先

利子補給金の申請は指定金融機関との共同で行います。

大企業 中小企業対象者 等

第1回 (受付終了)
2022年6月23日（木）に終了
第2回（受付終了）
2022年8月12日（金）に終了
第3回（受付終了）
2022年9月29日（木）に終了
第4回（受付終了）
2022年11月11日（金）に終了

受付期間（融資計画書受付期間）受付終了

受付期間は指定金融機関への融資計画書受付の期間です。
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経費補助

中国経済産業局窓口

エネルギー対策課 082-224-5741

http://#
http://#


事業再構築補助金(グリーン成長枠)その他

新分野展開、業態転換、事業・業種転換、事業再編又はこれらの取組を通じた規模
の拡大等、思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援します。
「グリーン成長枠」では、カーボンニュートラルに向け策定された「グリーン成長戦略」に掲
げられた分野の取組が支援対象となります。

支 援
内 容

設備補助

「グリーン成長枠」で本事業（補助金）の活用が想定される事例

2023年1月16日（月）～2023年3月24日（金）

公 募 時 期

事業再構築補助金事務局
0570-012-088
https://jigyou-saikouchiku.go.jp/

申請・問合せ先

経営支援課 082-224-5658

中国経済産業局窓口

補助率
中小企業１／２ 中堅企業 １／３

中堅・中小企業

対象者

等

経費補助

「グリーン成長戦略」で掲げられている１４の分野

事業計画を認定経営革新等支援機関や金融機関と策定し、一体となって
取り組む必要があります。

再エネ省エネ
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公募中

http://#


ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金
（ものづくり補助金 グリーン枠）

温室効果ガスの排出削減に資する革新的な製品・サービスの開発や、炭素生産性向
上を伴う生産プロセス・サービス提供方法の改善等を行う事業者を支援します。

支 援
内 容

中小企業対象者 等

２０２３年１月１１日（水）～２０２３年４月１９日（水）
令和4年度内に複数回の締切を設け、随時採択発表を行います。

公 募 時 期

ものづくり補助金事務局サポートセンター
TEL:050-8880-4053 メール:monohojo@pasona.co.jp
HP :https://portal.monodukuri-hojo.jp/index.html

申請・問合せ先

産業技術連携課 082-224-5680

公募中
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その他再エネ 省エネ

中国経済産業局窓口

次の要件を全て満たす３～５年の事業計画を策定していること。
①事業者全体の付加価値額を年率平均３％以上増加すること。
②給与支給総額を年率平均1.5％以上増加すること。
③事業場内最低賃金 (事業場内で最も低い賃金)を地域別最低賃金＋30円以上の水準
にすること。
④温室効果ガスの排出削減に資する革新的な製品・サービスの開発や炭素生産性向
上を伴う生産プロセス・サービス提供方法の改善等を行う事業計画であること。
⑤３～５年の事業計画期間内に、事業場単位での炭素生産性を年率平均1％以上増
加する事業であること。
⑥これまでに自社で実施してきた温室効果ガス排出削減の取組の有無（ある場合は
取組内容）を示すこと。

http://#
http://#
http://#


需要家主導による太陽光発電導入促進補助金
（オフサイトＰＰＡ支援事業）

再エネ

支 援
内 容

設備補助

2022年8月5日（金）に終了

公 募 時 期

（一社）太陽光発電協会 03-6628-5740
https://jp-pc-info.jp/r4hj/

申請・問合せ先

エネルギー対策課 082-224-5818

中国経済産業局窓口

対象者

等

再生可能エネルギーの利用を希望する需要家が、発電事業者や需要家自ら太陽光
発電設備を設置し、 FIT/FIP制度及び自己託送によることなく、再生可能エネルギー
を長期的に利用する契約を締結する場合等の、設備の導入を支援します。
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大企業 中小企業

自治体

補助率
１／２以内
（自治体連携型の場合は２／３以内）

公募終了

http://#


水力発電の導入加速化補助金再エネ

水力発電の事業初期段階における事業者による調査、設計や地域における共生促
進に対して支援します。また、既存設備の発電出力及び電力量の増加のための余力
調査、工事等の事業を支援します。

支 援
内 容

対象者

■事業性評価事業
2022年11月28日（月）に終了

■地域共生支援事業
2022年11月28日（月）に終了

■既存設備有効活用支援事業
2022年10月14日（金）に終了

■調査事業
2022年6月8日（水）に終了

公 募 時 期

(一社)新エネルギー財団（NEF）
■事業性評価事業 03-6810-0371
■地域共生支援事業 03-6810-0372
■既存設備有効活用支援事業 03-6810-0373

■水力関連補助事業サイト
https://suiryokuhojo.nef.or.jp/

申請・問合せ先

電力・ガス事業課 082-224-5736

中国経済産業局窓口

経費補助

大企業 中小企業 自治体 等

※FIT制度やFIP制度を適用する事業は補助対象とならない場合があります。

公募終了
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http://#


地域共生型再生可能エネルギー等普及促進事業費補助金その他

支 援
内 容

設備補助

構築事業：〈４年度〉2022年6月10日（金）に終了
〈３年度補正3次公募〉2022年10月31日（月）に終了
導入プラン作成事業：〈４年度〉2022年6月30日（木）に終了

公 募 時 期

（一社）環境共創イニシアチブ
03-3544-6125
https://sii.or.jp/microgridr04m/

申請・問合せ先

中国経済産業局窓口

公募終了

大企業 中小企業対象者
等

配電ライセンスの令和４年度からの施行も見据え、地域で分散型エネルギーリソースの
価値を活用する地域マイクログリッドの構築に必要な費用の一部や、導入可能性調査
の費用の一部を支援します。

■地方公共団体の関与（共同申請）が必要となります

■既存の系統線を活用する事業が対象となります

事 業 内 容

エネルギー対策課 082-224-5818

自治体
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再エネ

http://#


クリーンエネルギー自動車・インフラ導入促進補助金
（充電インフラ補助金）

その他

電気自動車やプラグインハイブリッド自動車の充電設備等の購入費及び工事費を補助
します。

支 援
内 容

2022年9月20日（火）受付分をもって終了

公 募 時 期

(一社)次世代自動車振興センター
補助金情報サイト
http://www.cev-pc.or.jp/

申請・問合せ先

中国経済産業局窓口

経費補助

大企業 中小企業 自治体 等個人宅以外、原則全てのエリアの補助が対象になりました。
（商業施設、時間貸し／月極駐車場も補助対象）

対象者

公募終了

マンション等の集合住宅
における充電設備も補
助対象となります。
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自動車関連産業室 082-224-5760

http://#


水素ステーション整備事業費補助金その他

燃料電池自動車（FCV）用水素ステーションの整備を支援します。また、FCVの普及
拡大や新規事業者の水素供給ビジネスへの参入促進を図るため、水素ステーションを
活用した普及啓発活動やFCVユーザーの情報の収集・共有等、FCVの需要を喚起す
るための活動に対しても支援を行います。

支 援
内 容

■燃料電池自動車用水素供給設備設置補助事業
http://www.cev-pc.or.jp/hojo/suiso_index_r04.html

2022年10月28日(金)に終了

■燃料電池自動車等新規需要創出活動補助事業
http://www.cev-pc.or.jp/hojo/suiso_index_juyo_r03hosei.html

2022年12月23日(金)に終了

公 募 時 期

(一社)次世代自動車振興センター
03-3548-3240
補助金情報サイト
http://www.cev-pc.or.jp/

申請・問合せ先

中国経済産業局窓口

経費補助

大企業 中小企業 自治体 等

※補助率は事業種類により異なります。

対象者
燃料電池自動車用水素供給設備設置補助事業

燃料電池自動車等新規需要創出活動補助事業

公募終了
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FCVの普及拡大や新規事業者の水素供給ビジネスへの参入促進を
図るため、水素ステーションを活用した普及啓発活動やFCVユー
ザーの情報の収集・共有等、FCVの需要を喚起するための活動に
必要な費用の一部を補助します。

エネルギー対策課 082-224-5741

http://#
http://#
http://#


コンビナートの水素、燃料アンモニア等供給拠点化に向けた支援事業その他

コンビナートにおけるカーボンニュートラル化の拠点となる事業者に対して、コンビナート内
で関係事業者が共有する、水素や燃料アンモニア等のインフラ部分の整備に係る設備
導入の取組を支援します。

支 援
内 容

対象者
国内のコンビナートに事業所を有し、コンビナート協議
会等に所属している、複数の事業者
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■我が国におけるＧＨＧ多量排出産業の脱炭素化を促進し、２０
５０年カーボンニュートラルの実現に貢献するものであり、非化石エ
ネルギーの供給サイドの事業者と需要サイドの事業者の両者が連
携した取組みを補助対象とします。

■実施する事業所がコンビナート協議会等に所属し、その協議会等
と連携した取組みを補助対象とします。

■補助率 １／３

公 募 時 期

石油供給構造高度化事業コンソーシアム
http://cros2.jp/h2nh3.html

申請・問合せ先

カーボンニュートラル推進室 082-224-5713

中国経済産業局窓口

第２次公募：2022年12月20日（火）に終了

公募終了

http://#


蓄電池の国内生産基盤確保のための先端生産技術導入・開発
促進事業

その他

支 援
内 容

設備補助

2022年10月7日(金)に終了

公 募 時 期

（株）野村総合研究所
「蓄電池 先端生産技術導入・開発促進事業」事務局
https://www.nri.com/jp/service/mcs/koubo/st
orage_battery_2022_2
電子メール： meti-batt-koubo1@nri.co.jp

申請・問合せ先

中国経済産業局窓口

大企業 中小企業対象者 等

我が国における蓄電池のサプライチェーン強靱化のため、国内で大規模に先端的な蓄
電池・材料の生産技術・リサイクル技術を導入する事業者に対し、そのために必要とな
る建物・設備への投資、研究開発に要する費用の一部を支援します。

補助率
■建物・設備の導入：1/3以内（補助上限あり）
※補助対象経費の額に応じて段階的に補助率は低減

■研究・技術開発費：1/2以内（補助上限あり）

自動車関連産業室 082-224-5760

支援対象となる事業のイメージ
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公募終了

http://#


廃プラスチックの資源循環高度化事業その他

支 援
内 容

設備補助

3次公募：9月26日（月）に終了

公 募 時 期

（一社）日本有機資源協会
https://www.jora.jp/activity/21pla_kodoka/
電子メール： pla-kodoka@jora.jp
03－3297-5618

申請・問合せ先

中国経済産業局窓口

大企業 中小企業対象者 等

海洋プラスチックごみ問題を契機として、廃プラスチックの資源循環の高度
化への取組が急務となっているなかで、企業の意欲的な取組を後押しするた
め、廃プラスチックの資源循環の高度化に資する取組を支援します。

補助率
中小企業者：1/2以内、その他事業者：1/3以内

環境・リサイクル課 082-224-5676

16

公募終了

http://#
http://#


省エネお助け隊省エネ

地域密着型の省エネ支援団体が、中小企業等の省エネ取組に対して、現状把握から
改善まできめ細やかなサポートを全国各地域で実施します。

支 援
内 容

専門家
サポート

令和４年６月～令和５年１月末

支 援 期 間

各県の省エネお助け隊相談窓口
https://www.shoene-portal.jp/consultation/

申請・問合せ先

エネルギー対策課 082-224-5741

中国経済産業局窓口

中小企業対象者 等
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中小企業又は年間のエネルギー使用量が1,500kl未満の事業所が対象

http://#


省エネ診断省エネ

中小企業等の工場・ビル等のエネルギー管理状況の診断を実施し、設備・機器の運用
改善や設備投資の提案を行い、エネルギーコスト削減に協力します。

支 援
内 容

一般社団法人 環境共創イニシアチブ
https://shoeneshindan.jp/guide/

問い合わせ先

中小企業対象者 等

専門家
サポート 再エネ
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中小企業又は年間エネルギー使用量が1,500kl未満の事業所が対象

エネルギー対策課 082-224-5741

中国経済産業局窓口

以下のページよりエリア登録期間を検索しお申し込みください
https://shoeneshindan.jp/guide/search/

申 込 先受付中

http://#
http://#


中小企業基盤整備機構
カーボンニュートラルオンライン相談窓口

その他

支 援
内 容

下記URLの申し込みフォームよりお申し込み下さい。
https://www.smrj.go.jp/sme/consulting/sdgs/fav
gos000001to2v.html

相談申し込み先

中小企業対象者 等

カーボンニュートラルや脱炭素化に取り組む中小企業・小規模事業者に、豊富な経験と
実績をもつ専門家がアドバイスを実施します。また、省エネルギー対策の情報提供や環
境経営に関するアドバイスも行います。

専門家
サポート

（独）中小企業基盤整備機構 経営支援部 企業支援課
03ｰ5470ｰ1564

問い合わせ先

■相談料は無料です。
■事前予約制となっています。

再エネ 省エネ
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http://#


カーボンニュートラルに向けた自動車部品サプライヤー事業転換
支援事業

その他

支 援
内 容

詳細ページ：https://www.smrj.go.jp/sme/enhancement/automobile_

parts_supplier/index.html

【地域支援拠点（中国地域）】
＜岡山県＞（公財）岡山県産業振興財団
電話：086-286-9651、メール：jidousya@optic.or.jp

＜広島県＞（公財）ひろしま産業振興機構
電話：082-240-7713、メール：ATIC@hiwave.or.jp

【上記以外の地域（鳥取県、島根県、山口県）】
（独）中小企業基盤整備機構 中国本部
https://www.smrj.go.jp/regional_hq/chugoku/index.html

相談窓口

中国経済産業局窓口

中堅・中小企業対象者 等

2035年までに乗用車新車販売で電動車100％を目指すという政策目標実現のため、
大きな影響を受けるサプライヤー（中堅・中小企業）の事業再構築等をサポートする
相談窓口を設置し、専門家を派遣します。

自動車関連産業室 082-224-5760

専門家
サポート

中堅・中小自動車部品サプライヤー
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サプライヤー相談窓口事業

事業全体イメージ

http://#
http://#
http://#
http://#
http://#


カーボンニュートラル投資促進税制省エネ

大きな脱炭素化効果を持つ製品の生産設備、生産工程等の脱炭素化と付加価値
向上を両立する設備の導入に対して、最大10％の税額控除又は50％の特別償却
を措置する制度です。

支 援
内 容

税 制

「事業適応計画」の認定が必要となります。認定については、中国経済産業局カーボンニュートラル推進室にご相談ください。

カーボンニュートラル推進室 TEL：082-224-5713
詳細ページ：https://www.meti.go.jp/policy/economy/kyosoryoku_kyoka/jigyo-tekio.html

中国経済産業局 「事業適応計画」相談窓口適用期間

令和５年度まで

大企業 中小企業対象者 等

再エネ
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その他

http://#


再生可能エネルギーFIT制度・FIP制度再エネ

・FIT制度…再生可能エネルギーで発電した電気を電力会社が一定価格・期間で買い取る制度
・FIP制度…あらかじめ設定された基準価格から市場取引等により期待される収入を控除した額
を基にプレミアムを発電事業者に交付する制度

支 援
内 容

FIT・FIP制度お問合せ窓口 0570ｰ057ｰ333

（関連情報サイト）なっとく！再生可能エネルギー
https://www.enecho.meti.go.jp/category/savi
ng_and_new/saiene/index.html

申請・問合せ先

中国経済産業局窓口

大企業 中小企業 自治体 等

太陽光における調達価格（FIT制度）及び基準価格（FIP制度）の例

対象者

エネルギー対策課 082-224-5818

その他

FIT制度においては、再エネの地域における活用を促すため、一部の
電源に一定の自家消費や災害時利用の設備設置など、認定基準
として「地域活用要件」が設定されています。

FIT制度の地域活用要件

FIT制度とFIP制度

FIT制度及びFIP制度においては、発電設備の規模等により入札
制度が適用され、入札により調達価格等が決定されます。

入札制度

22

※１ FIT制度では調達価格、FIP制度は基準価格もしくは上限価格
※２ FIT制度では調達期間、FIP制度では交付期間

http://#


J-クレジット制度省エネ

省エネ設備導入・再エネ利用によるCO2等の排出削減量や、適切な森林管理によるCO2等の
吸収量を「クレジット」として国が認証する制度です。このクレジットは、カーボンニュートラルの目標
達成やカーボン・オフセットなど、様々な用途に活用できます。

支 援
内 容

◎クレジットの売り方

◎クレジットの買い方

J-クレジット制度事務局（みずほリサーチ＆テクノロジーズ株式会社）

https://japancredit.go.jp/
03-5281-7588

J-クレジット制度のお問い合わせ窓口

その他 再エネ

大企業 中小企業 自治体対象者 等

その他
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中国経済産業局窓口

エネルギー対策課 082-224-5741

http://#


中小企業支援機関によるカーボンニュートラル・アクションプラン

省エネ

経済産業省では、中小企業団体や金融機関等の支援機関が、2050年カーボンニュートラルに
向けて会員企業等の脱炭素化と持続的な成長を支援する取組を「カーボンニュートラル・アクショ
ンプラン」としてとりまとめ、ウェブサイトで公表しています。

支 援
内 容

ウェブサイトで公表している各支援機関にお問い合わせください。

お問い合わせ窓口

その他
再エネ

中小企業対象者 等

その他

24

中国経済産業局窓口

カーボンニュートラル推進室 082-224-5713

■登録いただいた支援機関の取組「カーボンニュートラル・ア
クションプラン」を以下のウェブサイトで公表しています。

https://www.meti.go.jp/policy/energy_environ
ment/global_warming/SME/actionplanlist/actio
nplanlist_230216.pdf

http://#

